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  公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が実施する奨学事業は、勉学意欲がありな

がら経済的理由により修学に困難があると認められる者に対して、学資の貸与を行う

ことにより、社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与する

ことを目的としています。 

 

Ⅰ 貸与について 

 
１ 入学支度金   

（１）対 象 者 

   保護者が福岡県内に生活の本拠を有する者 

  

（２）対象校種 

   ア 高等学校 

      イ 中等教育学校後期課程 

      ウ 高等専門学校 

  

（３）収入基準 

   世帯の全収入額（年額）が生活保護基準額の１．０倍以下 

  

（４）貸 与 額 

   入学時に一時金として貸与 

 国・公立         50,000円  私  立        100,000円 

 

 （５）申請方法 

      予約採用のみ 

  

（６）そ の 他 

入学支度金の具体的な決定に当たっては上記の（３）収入基準を満たす者の

内から、予算の範囲内で決定します。 

 

２ 奨学金 

（１）対 象 者 

   保護者が福岡県内に生活の本拠を有する者 

  

（２）対象校種 

   ア 高等学校（専攻科を含む） 

      イ 高等専門学校 

   ウ 中等教育学校後期課程 

      エ 特別支援学校高等部（専攻科を含む） 

      オ 専修学校高等課程（当財団認定の対象課程のみ） 

 

 （３）収入基準 

   世帯の全収入額（年額）が生活保護基準額の２．４倍以下 
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（４）貸 与 額 

      年４回(３月分まとめて)貸与 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（５）貸与期間 

      在学する学校の標準修業期間 

  

（６）申請方法 

     ア 予約募集 

   イ 在学募集（高等学校等入学後） 

   ウ 緊急募集（高等学校等入学後、家計の急変があった場合） 

  

（７）そ の 他 

   奨学金の具体的な決定に当たっては、上記（３）収入基準を満たす者の内か

ら、予算の範囲内で決定します。 

 

 ３ 収入基準額の目安について（世帯の年間総収入額） 

                                                        （単位：円） 

   入 学 支 度 金         予 約 募 集   在 学 募 集 

2人世帯   ２，１７０，２２０   ３，２５５，３３０   ５，２０８，５２８ 

3   〃   ２，６７１，２００   ４，００６，８００   ６，４１０，８８０ 

4   〃   ３，２３４，５３０   ４，８５１，７９５   ７，７６２，８７２ 

5   〃   ３，５２９，５３０   ５，２９４，２９５   ８，４７０，８７２ 

6   〃   ４，０７４，６１０   ６，１１１，９１５   ９，７７９，０６４ 
申込要件   生活保護基準の１．０倍   生活保護基準の１．5倍   生活保護基準の2．4倍 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・公立 

（自 宅） 18,000円 

15,000円 

10,000円 

23,000円 

20,000円 

15,000円 

私  立 

（自 宅） 25,000円 

15,000円 

10,000円 

30,000円 

20,000円 

15,000円 

（自宅外） （自宅外） 
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Ⅱ 返還について 
   奨学金は奨学生に貸与されるもので、貸与された奨学金は卒業後、奨学生本人

が返還することになります。 

   返還金は、返還が円滑に行われることで、今後の奨学生に対する奨学金貸与の

ための大切な原資となります。 

  このため、一人でも多くの奨学生が勉学に励むことができるよう、奨学生本人

による返還に向けた協力が不可欠となります。 

 

 

 １  返還方法 

  原則、奨学生本人名義の銀行口座から口座振替の方法で返還が進められます。 

 

 ２ 返還時期 

  卒業後６月経過後から返還が始まります。 

 

３ 返還期間 

  （１）支 度 金 

   国公立学校の場合は標準修業期間の３倍、私立学校の場合は標準修業期間の

４倍となっています。 

 （２）奨 学 金 

      国公立学校の場合は奨学金貸与期間の３倍、私立学校の場合は奨学金貸与期

間の４倍となっています。 

 

 ４ 返還猶予等 

  （１）返還猶予 

      上級学校等に進学あるいは傷病等により返還が著しく困難になった場合等。 

 （２）返還免除 

       貸与を受けた者が死亡し、著しい障害を受け労働能力を喪失し、又は著しい障

害を受け労働能力に高度の制限を有し、返還することができなくなった場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〒８１２－８５７５ 

    福岡市博多区東公園７番７号 

          福岡県教育庁内 

           公益財団法人福岡県教育文化奨学財団福岡支所 

      ＴＥＬ ０９２－６４１－７３２６（直通） 

              ０９２－６５１－１１１１（代表）内線５５０１ 

      ＦＡＸ ０９２－６４１－７５３０ 

 


